
 【参考】法定計画作成の手引き

記載事項
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（ ※参考資料として配付し、会議での説明は行いません。）



【参考】法定計画における構成と留意事項

○法定計画において必ず記載する必要がある項目と、可能な限り記載することが望ま
しい事項として前頁の通りであり、各項目の作成のポイントは下表の通り。
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①計画の構成

記載項目 作成のポイント（留意点）

1. 基本的な方針
・地域が目指すべき将来像とともに、その中で公共交通が果たすべき役割を明確

化した上で、公共交通の活性化及び再生に向けた取組の方向性を記載。 

2. 計画の区域
・住民の通勤、通学、買物といった日常生活に関して形成される交通圏を基本と

し、個別・局所的にならないよう留意

3. 計画の目標

・可能な限り具体的かつ明確な目標を設定する必要がある。
・地域が自らの目指す方向性を具体的な数値目標として明示することが重要。
・特に、地域公共交通の利用者数や収支状況、当該地域公共交通に投じられる公

的負担額など事業の効率性に関する指標について、定量的に設定するよう努め
るものとする

4. 事業・実施主体

・計画区域における地域公共交通を一体的に計画の対象とした上で、目標達成の
ために提供されるべき地域旅客運送サービスの全体像を明記することが重要

・サービスの実現のために必要な事業・実施主体を整理して記載。 
・事業については、可能な限り具体的かつ明確に記載。（施策・事業名、事業の

概要、主なエリア、実施主体、実施時期等）なお、当面事業の実施の見込みが
ない場合にあっては、検討の方向性を記載。

5. 達成状況の評価

・達成状況の評価時期は原則として、毎年度、計画に定められた施策の実施状況
に関する調査、分析及び評価を行うこととする。

・毎年度の定期的なフォローアップに加え、計画に位置づけられた各種事業の実
施状況を適切に管理することも重要。

6. 計画期間
・原則 5 年程度（計画目標や地域の実情等を踏まえ、柔軟な設定も可能）。
・計画期間中又は計画期間終了時における計画見直しの手順等についても明示す

ることが望ましい。

表　計画の構成と留意点



【参考】目標設定・評価の考え方
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①計画の構成（目標設定・評価のイメージ）

○地域旅客運送サービスが交通以外の分野にも影響をもたらすことを踏まえて、まちづくり全般に係るも
のを目標とすることも可能である。

○ただし、そのような目標設定に限られてしまうと、効果の発現に長期間を要し、交通に関する分野にお
ける取組の成果を検証することが困難となる。

○定期的な評価が必要であることも踏まえ、短期・中期での効果の発現が想定される地域旅客運送サービ
スそのものに関する目標を中心に、バランスよく目標を設定することが求められる。

※出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（資料編）



【参考】目標設定・評価の例
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①計画の構成（目標設定・評価のイメージ）

○目標設定・評価の例は下記の通りであり、具体の目標と連動する指標を設定し、それらの指標をどのよ
うなスケジュールで評価するかを計画において記載することが求められます。

目標設定・評価の例

公共交通計画の目標

１．公共交通の利便性を向上させ、利用
者を増加させる。

■指標1：公共交通利用者数
　〇人（××年）　⇒　〇人（△△年）

２．持続可能な移動手段を確保するため、
収支率の改善を図る。

■指標２：◆◆線の収支率
　〇％（××年）　⇒　〇％（△△年）

：

評価に関する事項

　基本的な方針で定めた事業内容については、
以下のスケジュールで評価

：

■指標1

　6か月ごと協議会に、■■社、▲▲社が、
自社のデータを基に報告

■指標２
　１年ごと開催する協議会に、▼▼市にお
ける「□□統計調査」に基づき報告



【参考】事業体系のイメージ
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①計画の構成（事業体系のイメージ）

○事業体系のイメージは下図の通りで、目標達成のために、考えられる地域旅客運送サービスの持続可能
な提供の確保に資する施策を抽出し、体系的に整理する。

○抽出した事業メニューの中から、問題点・課題の緊急性・重要性、施策・事業の効果や実現性及び地域
ニーズの反映といった観点から重要な事業を絞り込む。

○なお、選定した重要な事業を核として、これに補完する事業を組み合わせてパッケージ化することも、
必要に応じて検討する。

事業体系の
イメージ

※出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（基本編）



【参考】計画策定後の手続きについて

○計画策定時に国土交通大臣への送付を行う必要がある他、毎年度行うモニタリング・評価時においても
各評価結果を国土交通大臣に送付することが求められており、継続的な協議会開催と検討を行う必要が
ある。
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②法定手続きについて

※出典：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き（基本編）

【策定時】
国への送付

【評価時】
（※毎年度実施）

国への送付



大和地域の取組(2)

大和交通検討委員会

令和５年２月２２日
川西市地域公共交通会議資料

Administrator
スタンプ



前回（令和4年1月17日）の報告概要

1．大和地域の現状

◆世帯数 ◆高齢化率 ◆地域の特徴

2．年齢別人口

3．令和３年９月１日実施のルート変更とダイヤ改正

4．地域の取り組み

◆バスだよりの発行 ◆バス乗車券の配布 ◆バス応援ポスター掲示 ◆バスの絵の展示

◆川柳の募集・掲示◆大和地域内のバスツアー ◆ハニカカードの出張販売

5．利用者数調査

◆乗降者数の推移 ◆時間別利用者数

6．地域の考え方

◆平日38便の存続 ◆大和地域等の環境変化 ◆川西市公共交通計画に沿って進めたい

◆公共交通をどう守るか（大和だけの問題ではない）



運行状況の推移
改正日 ～令和3.8.31 令和3.9.1～ 令和4.10.1～

便数

平日 41便 38便
朝 2便減
夕 8便減
昼 7便増

38便 夕方 1時間待ちの解消

土休日 21便 21便 変更なし 12便 午前・午後各3時間の空白

ルート 4ルート 2ルート 停留所2カ所休止 2ルート
平野山下間の分離
停留所1カ所休止

運賃 160円 160円 220円 60円（38％）値上げ

市補助金 約1,500万円 約1,500万円
約2,100万円

令和6年9月までの措置



畦野駅乗降者数推移（ICデータ）



令和４年12月平日（1日平均）のバス停別乗降者数
（平日運行日数21日 ICカード利用者は全体の約85％）



地域の取組

これまでの取組（令和2年12月～令和4年1月）
1.大和交通検討委員会設置
（コミュニティ協議会・自治会・福祉委員会等）
毎月2～3回開催 内1回は川西市・阪急バス出席

2.大和バスだより「発車オーライ」の発行
全戸（約4,500戸）配布 費用は地域住民の寄付

3.バス乗車券の配布 地域のイベント開催日
4.バス応援ポスターの掲示 地域内に600枚
5.バスの絵（地域内のこども園・保育所・小学校）の展示

バス車内・自治会館
6.バス川柳の募集 バス車内・自治会館に掲示
7.大和地域内のバスツアー 買い物・公園めぐり
8.利用者調査 月1回



その後の取組
（令和4年1月～）

1.大和交通検討委員会の開催

2.大和バスだより「発車オーライ」

の発行

3.Tシャツ・のぼりの製作

4.勉強会の開催



5．阪急バスによる
バス教室の開催

令和４年11月6日
大和文化祭・子どもカーニバル
参加人数 210名



6.ミニ集会の開催
（大和バス井戸端会議）

各丁毎に開催(5か所)
参加者数 69名
（令和5年2月9日現在）



7.利用者数調査

毎月実施

8.目標達成率の公表

自治会ニュースで毎月発表



地域による調査結果
畦野駅乗降者数
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地域の考え方

1. 平日38便の存続と土休日12便の改善

新たな利用促進の取組

ルート変更・商店会との連携・体験乗車・イベント時の臨時バス・

バス無料デー・自治会での取組等

2. 評価基準項目の明確化

「まちづくりへの間接的効果」の具体化

川西市と地域の考えた方がかみ合わない

川西市・阪急バス・地域の三者で合意を目指すべき



地域の考え方
3. 環境の変化

近隣の物流施設の完成（石道 今秋）と進捗（舎羅林山）

駐輪場有料化（令和6年4月）

川西市による“北部地域まちづくり構想”

大和ハウス工業（株）による当地域の “再耕”

コロナの状況 物価高

4. 公共交通をどう守るか（大和だけの問題ではない）

川西市地域公共交通会議の部会的な会議による議論

市補助金のあり方

市民の生活をどう守るかの視点

























『阪急バス「平野山下線・大和団地線」

利用に係るアンケート』ご協力のお願い

市内を走っております阪急バスの「平野山下線・大和団地線」は市内唯一バスの購入及び運行経費

の損失の一部を市が補助している路線ですが、経費の高騰や利用者の減少などの影響で赤字額が大き

く増加している状況にあります（裏面参照）。

このような状況を受けまして、収支状況を改善するため令和３年９月、令和４年１０月に減便等の

バス再編を行っております。

本アンケートは、平野山下線・大和団地線を持続可能な運行とするため、沿線住民の皆様の利用状

況等を把握し、今後の路線維持の在り方を検討する基礎資料として実施するものです。

つきましては、できるだけ多くの市民の皆様の意見を頂戴したいと考えておりますので、調査の趣

旨をご理解いただき、アンケートにご協力いただきますようお願い申しあげます。

【お問合せ先】

川西市 土木部 交通政策課

TEL : 072 （740） 1180

E-MAIL:kawa0175@city.kawanishi.lg.jp

【調査対象者】

16 歳以上の阪急バス平野山下線・大和団地線の沿線住民の中から無作為に選び出した 900 人の

方々です。

【回答方法】

Ａ・Ｂどちらかの方法よりご回答ください。Ａの回答方法を推奨しています。

➤Ａ） インターネット 以下の URL または右の QR コードから回答。

URL：https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/cgi-bin/enq/formcms/fc_form.cgi?g=398&m=p

※番号入力欄は別紙アンケート調査票の右上の数字をご入力ください。

Ｂ） ➤郵送 アンケートに直接ご記入いただき、 同封の返信用封筒（切手不要）に入れて、郵便

ポストに投函。

【回答期日】 １ 月 ２５ 日（水） までに、回答をお願いします。

ご本人が引っ越しや単身赴任、入院等で、不在の場合は破棄願います（代筆不要）
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＜阪急バス平野山下線・大和団地線 路線図＞

※赤枠部分が市内で唯一バスの購入及び運行経費の損失の一部を市が補助している路線

＜阪急バス平野山下線・大和団地線における利用者数、補助金の推移＞

※令和３年度以前の補助金上限：14,773 千円

補助金 14,773 千円で令和４年１０月１日現在の運行本数を維持するためには、

1 便あたり約 18人以上乗る必要があります。

生活の中で身近にある公共交通は、利用しなければなくなってしまいます。

将来に残していくためには、ひとりでも多くの人が利用し、みんなで守り

維持していく必要があります。みんなで公共交通を守りましょう!!

～阪急バス「平野山下線・大和団地線」の運行状況～



阪急バス平野山下線・大和団地線 アンケート調査票
右の番号はお住まいのコミュニティ地区を判別するためのもので、個人を特定するものではありません

ウェブで回答される方はこちらの数字を番号入力欄にご入力ください➡

１．最もよく行く外出先について

問１ 日常生活で、最もよく行く外出先について、平日と土休日それぞれでお答えください。

２．阪急バス平野山下線・大和団地線についてお聞きします

問２ 現時点で「阪急バス平野山下線・大和団地線」をどの程度利用しますか。（１つに〇）

１．週に５日以上 ２．週に３～４日 ３．週に１～２日 ４．月に数日

５．月に１日未満 ６．ほぼ利用しない・利用したことがない

問３ 問２で６以外を回答された方へ どのような目的で利用しますか。(あてはまるもの全てに〇)

１．通勤 ２．通学 ３．買い物 ４．通院

５．趣味･レジャー･娯楽 ６．その他（ ）

問４ 問２で６以外を回答された方へ よく利用される区間はどこですか。

（ ）バス停～（ ）バス停

問５ 令和４年10月から阪急バス平野山下線・大和団地線のダイヤ・運賃・ルートの見直しを行いました。この

見直しに伴い、令和４年9月と10月を比較して利用頻度は変わりましたか。（１つに〇）またその理由を

教えてください。

１．利用頻度が増えた ２．利用頻度は変わらない ３．利用頻度が減った

４．全く乗らなくなった

＜理由＞

平 日

主な行き先

（１つに〇）

１．川西市内（施設名： ）

２．川西市外（市町村名： 施設名： ）

その目的

（１つに〇）

１．通勤 ２．通学 ３．買い物 ４．通院

５．趣味･レジャー･娯楽 ６．その他（ ）

そこに行く頻度

（１つに〇）

１．週に５日以上 ２．週に３～４日 ３．週に１～２日

４．月に数日 ５．月に１日未満

主な移動手段

(普段利用するも

の全てに〇)

１．路線バス ２．能勢電鉄 ３．阪急電鉄・ＪＲ西日本

４．車(自分で運転) ５．車(家族や知人の送迎) ６．バイク・原付

７．自転車 ８．徒歩のみ ９．その他（ ）

土休日

主な行き先

（１つに〇）

１．川西市内（施設名： ）

２．川西市外（市町村名： 施設名： ）

その目的

（１つに〇）

１．通勤 ２．通学 ３．買い物 ４．通院

５．趣味･レジャー･娯楽 ６．その他（ ）

そこに行く頻度

（１つに〇）

１．毎週 ２．２週間に１日程度 ３．月に１日程度

４．２～３か月に１日 ５．年に数日 ６．年に１日未満

主な移動手段

(普段利用するも

の全てに〇)

１．路線バス ２．能勢電鉄 ３．阪急電鉄・ＪＲ西日本

４．車(自分で運転) ５．車(家族や知人の送迎) ６．バイク・原付

７．自転車 ８．徒歩のみ ９．その他（ ）

1



問６ あなたはバスの運行がどのように変われば、利用頻度が増加しますか。（１つに〇）

１．便を増やす ２．停留所を増やす（場所： ）

３．ルートを変える（ルート： ）

４．利用頻度は変わらない ５．その他

＜利用頻度は変わらない理由、その他意見等＞

問７ 問６で４以外を回答された方へ あなたはどの時間帯にバスが運行されれば利用頻度が増加しますか。

例：（グリーンハイツセンター）,（山下駅）行 PM 10 時 00 分頃

【平日】乗車するバス停：（ ） （ ）行 乗車する時間帯： AM ・ PM （ ）時( )分頃

【土休日】乗車するバス停：（ ） （ ）行 乗車する時間帯： AM ・ PM （ ）時( )分頃

３．今後の公共交通（電車、バスなど）のサービスについて
全国的に、利用者の減少で鉄道や路線バスが廃止や減便されており、阪急バスなどの市内の公共交通においても、

生活様式の変化による利用者の減少や燃料費の高騰で、減便などが進んでいる状況です。川西市では、阪急バスの

平野駅～多田グリーンハイツ地区～山下駅、大和地区間に対する運行補助を行っております。

問８ このまま路線バスの利用者が減少していくと、将来必要な時、利用したくても路線バスがなくなっている

可能性があります。路線バスの利用についての考え方をお聞かせください。（１つに○）

１．現在も利用しており、将来のために引き続き利用する

２．今は利用していないが、なくなったら困るため、できるだけ利用したい

３．なくなったら困るが、今は利用しない ４．なくなってもかまわないので、今後も利用しない

５．その他（ ）

４．公共交通（電車、バスなど）へのご意見等をお聞かせください

５．最後に、あなた自身について

問９ 年齢（１つに〇）

１．20歳未満 ２．20～29歳 ３．30～39歳 ４．40～49歳 ５．50～59歳

６．60～64歳 ７．65～69歳 ８．70～74歳 ９．75～79歳 10．80歳以上

問10 自宅の町丁目 （ ）（ ）丁目 例：（ 大和西 ）（ １ ）丁目

問11 自動車運転免許の保有（１つに〇）

１．持っていて運転している（バイク・原付含む） ２．持っているが運転しない

３．持っていたが返納した ４．持っているが返納を考えている

５．取得していない

問12 自由に使える移動手段（あてはまるもの全てに〇）

１．車（自分で運転） ２．車（家族の送迎) ３．バイク・原付

４．自転車 ５．なし ６．その他（ ）

）
お忙しいところ、ご協力いただき誠にありがとうございました。

このアンケート用紙に直接記入した方は、同封の返信用封筒に入れて、ポストへ投函（切手不要）してください。

ウェブ回答が完了した方は、このアンケート用紙・封筒は破棄してください。
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